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2019 文福障第２９５０号令和２年３月１６日一部改正 

２０２０文福障第２６５５号令和３年３月１日一部改正 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、文京区地域生活支援事業実施要綱（１８文福障第１０７０号。以下「実

施要綱」という。）第２条第１０号イに規定する日中短期入所事業（以下「事業」という。）

の実施について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。 

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する身体障害者 

⑵ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害者のうち１８歳以上であ

る者 

⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第５条に規定

する精神障害者のうち、１８歳以上の者であって、かつ、同法第４５条に規定する精神障

害者保健福祉手帳所持者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５４条第３項に規定する自立支援医

療受給者証所持者又は国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第３０条に規定する障害

基礎年金の受給者である者 

⑷ 難病の患者に対する医療等に関する法律第５条第 1 項の規定に基づき厚生労働大臣が指



定する指定難病及び同法第７条第１項第１号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の

程度（平成２６年厚生労働省告示第３９３号）に規定する指定難病による症状の程度が同

告示に規定する症状の程度に該当する者のうち１８歳以上であるもの 

２ この要綱において「障害児」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４条第２

項に規定する障害児をいう。 

３ その他この要綱において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要

する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号。以下「告示」と

いう。）において使用する用語の例による。 

 （事業内容） 

第３条 この要綱による事業は、次条に規定する対象者が、区長が認定した事業者（以下「認

定事業者」という。）から日中の活動の場の提供を受け、見守り、入浴、排泄等の支援（以下

「サービス」という。）の支給を受けた場合において、サービスに要する費用の一部を支給す

るものとする。 

 （対象者等） 

第４条 事業を利用することができる者（以下「対象者」という。）は、障害者、障害児、その

他区長が特に認めた者で、次に掲げる要件を満たすものとする。 

⑴ 障害者支援施設に入所していないこと。 

⑵ サービスを利用する間は、法第５条に規定する障害福祉サービスを利用していないこと。 

⑶ 法第２１条の規定による障害支援区分の認定が区分１以上に該当すること又は区長が障

害支援区分１以上に相当すると認めたものであること。 

⑷ 宿泊を伴わない日中における一時的な利用であること。 

⑸ 法第５条第８項に規定する短期入所で利用する施設（以下「施設」という。）の利用であ 

ること。 

（支給決定） 

第５条 サービスを利用しようとする対象者及び対象者である障害児の保護者（児童福祉法第

６条に規定する保護者をいう。以下「対象者等」という。）は、区長に対して介護給付費・訓

練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費・文京区地域生

活支援事業給付費支給（変更）申請書兼利用者負担額減額・免除等（変更）申請書（文京区

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成１８年３月文

京区規則第５５号。以下「細則」という。）別記様式第１号）により申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請について、その可否を審査し、サービスの支給を決定したときは文京

区地域生活支援事業給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書（文京区

移動支援事業実施要綱（１８文福障第１１０５号。以下「移動支援要綱」という。）別記様式

第２号）及び障害福祉サービス・地域相談支援・地域生活支援事業受給者証（細則別記様式

第５号）又は障害児通所支援受給者証（文京区児童福祉法施行細則（昭和４０年３月文

京区規則第１５号）別記様式第１７号）を申請者に交付し、支給しないことを決定したと



きは却下決定通知書（移動支援要綱別記様式第３号）を申請者に交付する。 

３ 支給が決定した対象者等（以下「支給決定者」という。）に対するサービスの支給量は、障

害程度、介護者の状況、概況調査等を勘案して、月ごとの利用時間及び日数をもって定める。 

 （支給額） 

第６条 区長は、支給決定者に対して、サービスに要する費用の一部について、地域生活支援

事業給付費として１月ごとに支給する。 

２ 地域生活支援事業給付費は、別表第２により算定する単位数に、厚生労働大臣が定める１

単位の単価（平成１８年厚生労働省告示第５３９号）に規定する短期入所の１単位の単価を

乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。）の同

一の月の合計額（以下この項において「利用月額」という。）に１００分の９０を乗じて得た

額と、利用月額から別表第１により算定した利用者負担の上限月額を控除した額のうち多い

ほうの額を支給する。この場合において、その額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額は切り捨てる。  

３ 支給決定者が認定事業者からサービスを受けたときは、区長は、当該支給決定者が認定事

業者に支払うべきサービスに要した費用について、地域生活支援事業給付費として当該支給

決定者に支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり認定事業者に支払うことが

できる。 

４ 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し地域生活支援事業給付費の支払

があったものとみなす。 

 （支給決定の変更） 

第７条 支給決定者は、支給決定の内容を変更しようとするときは、介護給付費・訓練等給付

費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費・文京区地域生活支援事

業給付費支給（変更）申請書兼利用者負担額減額・免除等（変更）申請書を区長に提出しな

ければならない。 

２ 区長は、前項の申請について、変更の可否を審査し、支給決定内容の変更を決定したとき

は文京区地域生活支援事業給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定

通知書（移動支援要綱別記様式第４号）を申請者に交付するとともに、障害福祉サービス・

地域相談支援・地域生活支援事業受給者証又は障害児通所支援受給者証に変更事項を記入

し、変更しないこととしたときは却下決定通知書を申請者に交付する。 

 （支給決定の取消し） 

第８条 区長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第５条又は前条の規定

による支給決定を取り消すことができる。 

⑴ 第４条に規定する対象者でなくなったとき。 

⑵ 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けたとき。 

⑶ その他区長が支給決定を不適当と認めたとき。 

（利用の方法） 

第９条 支給決定者は、事業を利用しようとするときは、認定事業者に障害福祉サービス・地



域相談支援・地域生活支援事業受給者証又は障害児通所支援受給者証を提示し、当該事業

者と契約を結ぶものとする。 

 （認定事業者） 

第１０条 認定事業者となることを希望する者は、別に定めるところにより区長に申請しなけ

ればならない。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。 

 

   付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

（利用者負担の上限額） 

２ 支給決定者がこの要綱による事業のほか、法第５条に規定する障害福祉サービス、法第７

７条第１項に規定する事業（同項第６号に規定する日常生活上の便宜を図るための用具の給

付等を行う事業を除く。）及び同条第３項に規定する事業（日中短期入所事業を除く。）を利

用した場合で、利用した各サービスの同一の月における利用者負担額（各事業に要する費用

から、各事業に対し区長が支給する額を控除した額）の合計が、次に掲げる区分に応じ当該

各号に掲げる額を超えたときは、利用者負担額は、当該各号に規定する額を上限とする。 

⑴ 次号から第４号までに掲げる者以外の者 ３７，２００円 

⑵ 支給決定者（障害者に限る。）及び支給決定者と同一の世帯に属するその配偶者につい

て事業のあった月の属する年度（事業のあった月が４月から６月までの場合にあっては、

前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規

定による特別区民税を含む。以下同じ。）の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割

（同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）の額（同法附則第５

条の４第６項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるとき

は、当該金額を加算した額とする。以下同じ。）を合算した額が１６万円未満である者 ９，

３００円 

⑶ 支給決定者（障害児の保護者に限る。）及び支給決定者と同一の世帯に属する者につい

て事業のあった月の属する年度（事業のあった月が４月から６月までの場合にあっては、

前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所

得割の額を合算した額が２８万円未満である者 ４，６００円 

⑷ 市町村民税世帯非課税者（支給決定者及び支給決定者と同一の世帯に属する者（支給決

定者が障害者であるときは、その配偶者に限る。）が事業のあった月の属する年度（事

業のあった月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による

市町村民税（同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）を課されない者（文京

区特別区税条例（昭和３９年１２月文京区条例第４４号）の規定に基づき当該市町村民税

を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所



を有しない者を除く。）である場合における支給決定者をいう。）又は支給決定者及び支給

決定者と同一の世帯に属する者が事業のあった月において被保護者（生活保護法（昭和２

５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者をいう。）若しくは要保護者（同

条第２項に規定する要保護者をいう。）である者 零 

３ 前項第２号から第４号までに規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の

一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法第

２９２条第１項第８号に規定する扶養親族（１６歳未満の者に限る。以下この項におい

て「扶養親族」という。）及び同法第３１４条の２第１項第１１号に規定する特定扶養

親族（１９歳未満の者に限る。以下この項において「特定扶養親族」という。）がある

ときは、同号に規定する額（扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの（扶養親

族に係る額に相当するものを除く。）に限る。）に同法第３１４条の３第１項に規定す

る所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。 

付 則 

１ この要綱は平成１９年４月１日より施行する。 

付 則 

１ この要綱は平成１９年７月１日より施行する。 

２ 平成１９年７月１日前の費用の納入に係る改正前の文京区日中短期入所事業実施要綱付則

第５条の適用については、なお従前の例による。 

付 則 

１ この要綱は平成２０年７月１日より施行する。 

２ 平成２０年７月１日前の費用の納入に係る改正前の文京区日中短期入所事

業実施要綱付則第２項及び第３項の適用については、なお従前の例による。  

付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２１年７月１日前の費用の納入に係る改正前の文京区日中短期入所

事業実施要綱付則第３項の適用については、なお従前の例による。  

付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前の費用の納入に係る改正前の文京区日中短期入所事業

実施要綱付則第２項及び第３項の適用については、なお従前の例による。  

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年９月１７日から施行する。 



（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の文京区日中短期入所事業実施要綱に規定

する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができ

る。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の文京区日中短期入所事業実施要綱に規定する様式による

用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の文京区日中短期入所事業実施要綱に規定する様式による

用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

 付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日前の費用の納入に係る改正前の文京区日中短期入所事業実施要綱付則

第２項の規定の適用については、なお従前の例による。 

付 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



別表第１（第６条関係） 

区分 対象者 

利用者 

負担の 

上限月額 

（１）  次号から第４号までに掲げる者以外の者 37,200 円 

（２） 支給決定者（障害者に限る。）及び支給決定者と同一の世帯に属

するその配偶者について事業のあった月の属する年度（事業のあっ

た月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規

定による特別区民税を含む。以下同じ。）の同法第２９２条第１項

第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定によって課する所得

割を除く。以下同じ。）の額（同法附則第５条の４第６項その他の

厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるとき

は、当該金額を加算した額とする。以下同じ。）を合算した額が１

６万円未満である者  

9,300 円 

 

（３） 支給決定者（障害児の保護者に限る。）及び支給決定者と同一の

世帯に属する者について事業のあった月の属する年度（事業のあっ

た月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法

の規定による市町村民税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所

得割の額を合算した額が２８万円未満である者  

4,600 円 

（４）  市町村民税世帯非課税者（支給決定者及び支給決定者と同一の世帯

に属する者（支給決定者が障害者であるときは、その配偶者に限

る。）が事業のあった月の属する年度（事業のあった月が４月から

６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市

町村民税（同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）

を課されない者（文京区特別区税条例（昭和３９年１２月文京区条

例第４４号）の規定に基づき当該市町村民税を免除された者を含む

ものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所

を有しない者を除く。）である場合における支給決定者をいう。）

又は支給決定者及び支給決定者と同一の世帯に属する者が事業の

あった月において被保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第６条第１項に規定する被保護者をいう。）若しくは要保護者

（同条第２項に規定する要保護者をいう。）である者  

零 

（注） 

区分（２）から（４）までに規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法

等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）第１条の規定による改正前の地



方税法第２９２条第１項第８号に規定する扶養親族（１６歳未満の者に限る。以下

この表において「扶養親族」という。）及び同法第３１４条の２第１項第１１号に

規定する特定扶養親族（１９歳未満の者に限る。以下この表において「特定扶養親

族」という。）があるときは、同号に規定する額（扶養親族に係るもの及び特定扶

養親族に係るもの（扶養親族に係る額に相当するものを除く。）に限る。）に同法

第３１４条の３第１項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものと

する。 

 

 



別表第２（第６条関係） 

障害支援区分 
  １ 日 の 利 用 時 間 

４時間以下の利用 ４時間超８時間以下 ８時間超 

障 

害 

者 

区分６ ２２６単位 ４５２単位 ６７７単位 

区分５ １９２単位 ３８４単位 ５７５単位 

区分４ １５９単位 ３１７単位 ４７６単位 

区分３ １４３単位 ２８５単位 ４２８単位 

区分１及び区分２ １２５単位 ２４９単位 ３７４単位 

障

害

児 

区分３ １９２単位 ３８４単位 ５７５単位 

区分２ １５１単位 ３０１単位 ４５２単位 

区分１ １２５単位 ２４９単位 ３７４単位 

療養介護対象者又は 

重症心身障害児 

（医療施設）（Ⅰ） 

７５３単位 １，５０５単位 ２，２５８単位 

療養介護対象者又は 

重症心身障害児 

（医療施設）（Ⅱ） 

６９１単位 １，３８１単位 ２，０７２単位 

遷延性意識障害等 ４３７単位 ８７４単位 １，３１０単位 

低所得者食事加算 ３０単位 

（注１） 療養介護対象者又は重症心身障害児（医療施設）（Ⅰ）については、告示別表第

４の１の注１の⑴若しくは⑵に規定する利用者又は重症心身障害児（重度の知的

障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児をいう。以下同じ。）に対して、

厚生労働大臣が定める施設基準（平成１８年厚生労働省告示第５５１号。以下「施

設基準」という。）２の２のイに適合しているものとして都道府県に届け出た指定

短期入所事業所（認定事業者に限る。以下同じ。）においてサービスを行った場合

に、１回につき所定の単位数を算定する。 

（注２） 療養介護対象者又は重症心身障害児（医療施設）（Ⅱ）については、告示別表第

４の１の注１の⑴若しくは⑵に規定する利用者又は重症心身障害児に対して、施

設基準２の２のロに適合しているものとして都道府県に届け出た指定短期入所事

業所においてサービスを行った場合に、１回につき所定の単位数を算定する。 


